
■賃貸型応急住宅の解約に関する事務フロー

貸主 仲介業者 入居者 市町村 福島県

○終了届に署名又は記名押印 ○退去日の報告を受ける ○終了届を作成 ○終了届の受理 ○解約リスト受理

              連絡 ○解約申入書を作成 ○戻入処理

○解約リストを作成

○解約申入書を保管

○戻入金の納入

①退去日の１か月以上前に

退去日等を説明（申入れ）

【契約条項第１２条】

②終了届提出

【要領第４条第１項】 ④解約リスト送付

【要領第４条第２項】

④解約申入書を通知

【要領第４条第２項】

終了届提出日

ただちに通知する

③終了届提出の有無を確認。

提出がされていない場合は、

市町村へ報告。

【契約条項第１２条】

⑤日割り賃料等の戻入依頼


